
春日井市学校給食献立表広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は､小中学生の家庭へ配布している学校給食献立表への広告

掲載について、春日井市広告掲載要綱（平成 18 年８月 25 日施行。以下「要

綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の掲載方法等） 

第２条 広告は、学校給食献立表表面に掲載する。 

２ 広告の掲載位置等は別に要項で定める。 

（献立表の作成等） 

第３条 献立表は市が作成するものとし、その規格は要項で定める。 

  (広告の掲載料) 

第４条 広告の掲載料（消費税及び地方消費税を含む。）は、要綱第４条第１項

第1号及び第３号の規定に基づき、入札により最高額で落札した価格とする。 

 （広告掲載の基準） 

第５条 要綱第３条第２項第 19 号に規定するその他広告として掲載すること

が適当でないのは、次に掲げるもの及びこれに類する内容の広告とする。 

（１）学習塾 

（２）学習用教材 

（３）学校給食センターとして飲食を推奨できない清涼飲料水等の飲食料品 

（広告主等の募集等） 

第６条 広告主又は自らの広告を掲載することなく別に広告主を募集し、その

広告を掲載しようとするもの（以下「広告主等」という。）の募集方法等は別

に要項で定めるものとし、前条により落札した者を広告主等として決定する。 

２ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該

入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 

 （提出書類） 

第７条 第４条の入札に参加しようとする者は、事前審査型一般競争入札参加

申込書（第１号様式）を別に要項で定める期間内に市へ提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の提出書類に基づき審査し、事前審査型一般競争入札参加資

格決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 



 

（契約の締結） 

第８条 市は、前２条により広告主等を決定したときは、広告主等と契約を締

結する。 

２ 前項の契約締結後、広告主等が第５条に抵触することが明らかになったと

きは、契約期間内であっても、市は、広告の掲載を中止することができる。 

 （広告代理店等による広告掲載） 

第９条 広告代理店等が広告主等となり、広告主を別に募集し、その広告を掲

載するときは、広告主等は、掲載しようとする広告主の学校給食献立表広告

掲載申込書（第３号様式）をとりまとめ、市に提出しなければならない。 

２ 前項の広告主が第５条に抵触することが明らかになったときは、契約期間

内であっても、市は、広告の掲載を中止することができる。 

（広告の作成等） 

第 10 条 掲載する広告は、広告主等がその負担で作成し、市にデータを提供す

るものとする。 

２ 市は、前項の広告案が要綱第３条に掲げる広告掲載の基準に適合している

かを審査し、抵触する場合は広告案の差し替えを指示することができる。 

 （広告掲載料等の納付） 

第 11 条 広告主は、市が指定する日までに、市が発行する納入通知書により広

告掲載料を納付する。 

（広告掲載料等の還付） 

第 12 条 納付された広告掲載料等は還付しない。ただし、市の都合により広告

の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。 

２ 前項の市の都合により広告が掲載できなくなった場合に広告主へ還付する

金額は、双方協議のうえ決定するものとする。 

（その他） 

第 13 条 この要領に定めのない事項については、別に定めることとする。 

 

附 則 

この要領は､平成 20 年 12 月１日から施行する。 



第１号様式（第７条関係） 

 

事前審査型一般競争入札参加申込書 

 

                     平成  年  月  日 

 

（あて先）春日井市長 伊 藤  太 

 

             所在地 

        申請者  会社名 

             代表者                印 

 

 次の件名に係る事前審査型一般競争入札に参加申し込みをするに当たり、次

のとおり入札に参加するための要件を満たしていることを誓約するとともに、

市税等の納付状況について市が調査することを承諾します。 

 

件 名 広告入り学校給食献立表 

場 所  教育委員会 学校給食センター 

業務内容   

誓約事項 

法令等に違反していません。 

春日井市から指名停止措置を受けていません。 

暴力団又は暴力団の構成員ではありません。 

市税等を滞納していません。 

担 当 者 

氏 名  

電話番号  

Ｅ－mail  



第２号様式（第７条関係） 

 

事前審査型一般競争入札参加資格決定通知書 

 

                              第   号 

                              年 月 日 

 

          様  

 

                        春日井市長 伊藤 太 

  

 先に申し込みのありました事前審査型一般競争入札参加資格について、次のとお

り決定したので、通知します。 

 

件  名  

入札日時  

場  所  

 事前審査型一般競争   

入札参加資格の有無 
      有    ・    無 

 入札参加資格がない

と認めた理由 
       

 

 入札参加資格があると認められた方は、入札時に、この事前参加型一般競争入札

参加資格決定通知書を必ず持参してください。 



第３号様式（第９条関係） 

 

学校給食献立表広告掲載申込書 

 

                         平成  年  月  日 

                               

（あて先）春日井市長 伊 藤  太  

            

               所在地   

          申請者  会社名 

               代表者              印 

              （電話番号                 ） 

 

 

 学校給食献立表への広告掲載を申し込むに当たり、次のとおり広告主となるため 

の要件を満たしていることを誓約するとともに、市税等の納付状況を市が調査する 

ことを承諾します。 

 

業務内容  

 誓約事項 

法令等に違反していません。 

春日井市から指名停止措置を受けていません。 

暴力団又は暴力団の構成員ではありません。 

市税等を滞納していません。 

 


